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第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
、「
新

株
、」を
「
株
式
、」に
、「
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
新

株
予
約
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
」に
改
め
、

「
含
む
。）又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
等
」
の
下
に「（
新
株
予
約
権
付
社
債
等
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ

り
発
行
さ
れ
、
又
は
移
転
さ
れ
た
株
式
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
新
株
、
新
株
予
約
権
」
を「
株
式
、

新
株
予
約
権
（
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）」に
改
め
、「
含
む
。）又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
等
」

の
下
に「（
新
株
予
約
権
付
社
債
等
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
又
は
移
転
さ
れ
た
株
式
を

含
む
。）」
を
加
え
る
。

（
特
定
産
業
集
積
の
活
性
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
百
四
十
二
条

特
定
産
業
集
積
の
活
性
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
、「
新
株
、」を
「
株
式
、」に
、「
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四

十
八
号
）
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」を「
新

株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
」
に
改
め
、「
含
む
。）又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
等
」
の
下
に「（
新
株
予

約
権
付
社
債
等
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
又
は
移
転
さ
れ
た
株
式
を
含
む
。）」を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
新
株
、
新
株
予
約
権
」
を
「
株
式
、
新
株
予
約
権
（
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
も
の
を
除

く
。）」
に
改
め
、「
含
む
。）又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
等
」
の
下
に「（
新
株
予
約
権
付
社
債
等
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約

権
の
行
使
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
又
は
移
転
さ
れ
た
株
式
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
百
四
十
三
条

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
資
本
」
を「
資
本
金
」に
、「
新

株
、」を
「
株
式
、」に
、「
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
新

株
予
約
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を「
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
」

に
改
め
、「
含
む
。）又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
等
」
の
下
に「（
新
株
予
約
権
付
社
債
等
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行

使
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
又
は
移
転
さ
れ
た
株
式
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
新
株
、
新
株
予
約
権
」
を

「
株
式
、
新
株
予
約
権
（
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）」
に
改
め
、「
含
む
。）又
は
新
株
予
約
権

付
社
債
等
」
の
下
に「（
新
株
予
約
権
付
社
債
等
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
又
は
移
転
さ

れ
た
株
式
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改

め
る
。

（
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
百
四
十
四
条

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
備
付
け
」
を
「
備
置
き
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
営
業
報
告
書
又
は
」
を

削
り
、「
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
」
を
「
備
え
置
か
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
百
三
十
七
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

情
報
処
理
機
関
登
録
申
請
者
が
他
の
株
式
会
社
の
子
会
社
（
当
該
他
の
株
式
会
社
が
そ
の
総
株
主
（
株
主

総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株

主
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権

を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
主
を
含
む
。）の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
株
式
会
社
を
い
う
。
第
三
十

七
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
こ
と
。

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
合
名
会
社
又
は
合
資
会
社
」
を
「
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
、「
業
務
執
行
権
を
有
す

る
」
を
「
業
務
を
執
行
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
備
付
け
」
を
「
備
置
き
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
営
業
報
告
書
又
は
」を
削
り
、

「
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
」
を
「
備
え
置
か
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
又
は
有
限
会
社
」
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
合
名
会
社
又
は
合
資
会
社
」を「
持

分
会
社
」
に
、「
業
務
執
行
権
を
有
す
る
」
を
「
業
務
を
執
行
す
る
」
に
改
め
る
。

（
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
百
三
十
八
条

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
四
号
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
九
条
及
び
第
十
条
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年

法
律
第
二
十
二
号
）
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
委
員
会
等
設
置
会
社
」
を
「
委
員
会
設
置
会
社
」
に
改
め
、

同
項
第
四
号
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
六
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

（
輸
入
の
促
進
及
び
対
内
投
資
事
業
の
円
滑
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
百
三
十
九
条

輸
入
の
促
進
及
び
対
内
投
資
事
業
の
円
滑
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
第
二
号
中
「
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
十
一
条
ノ
二
第
四
項
に
規
定
す

る
種
類
の
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を
除
き
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ

れ
る
株
式
又
は
持
分
に
係
る
」
を
「
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第

八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

の
一
部
改
正
）

第
四
百
四
十
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
（
平
成
五
年
法
律
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
九
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
、「
新
株
、」を
「
株
式
、」に
、「
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第

四
十
八
号
）
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」
を

「
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
」
に
改
め
、「
含
む
。）又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
等
」
の
下
に「（
新

株
予
約
権
付
社
債
等
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
又
は
移
転
さ
れ
た
株
式
を
含
む
。）」
を

加
え
、「
新
株
引
受
け
等
」
を
「
株
式
引
受
け
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
新
株
引
受
け
等
」
を
「
株
式
引
受
け

等
」
に
改
め
る
。

（
不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
改
正
）

第
四
百
四
十
一
条

不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
中
「
無
限
責
任
社
員
」
を
「
社
員
」
に
改
め
る
。
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